
	 

カードローン自動融資サービスご契約のお客様へご注意とお願い	 

	 

	 

	 ご利用中のマイプランにご希望でカードローン自動融資サービスをご契約いただいてい

る場合、ご注意いただきたい事項がございますのでご案内申し上げます。	 

	 ※自動融資サービスとは、ご希望により公共料金等の自動引き落とし日に普通預金の残高が足りない場合に、貸越極

度額の範囲内でマイプランから不足分を普通預金口座へ自動的にご融資するサービスです。（ただし、返済用預金口

座の資金不足が、①預金の払い戻し、②預金間の振替・送金、③印紙代等の費用の支払い、④カードローンを含む労

働金庫の融資および沖縄振興開発金融公庫等の約定返済による場合は、自動融資の対象となりません。）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【ご注意いただきたい事例】	 

	 	 自動融資日に返済用口座にカードローンの約定返済のために入金を行った場合も、自

動融資への返済が優先され、カードローンが延滞となる可能性があります。	 

	 	 自動融資実行当日のご入金につきましては、ご注意ください。	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 カードローン自動融資サービスにつきまして、ご質問等ございましたら、お取引店へお

問い合わせくださいますようお願い申し上げます。	 

	 

 

①〔自動融資機能〕 
	 普通預金口座	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 －	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＝不足分 9,000 円	 

（カードローン返済用口座）	 

	 

	 

	 

預金残高 3,000 円	 
公共料金等引落し額	 

12,000 円	 

カードローン自動融資サービス 

9,000 円自動でご融資	 

①のケースで、9,000 円自動融資が行われた日とカードローンの返済日が同日の場合、

カードローンの約定返済のために 10,000 円入金しても、システム上、ローンの返済金

より自動融資への返済が優先されることから、自動融資した 9,000 円が先に返済に充当

され、カードローンは延滞となります。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ―	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＝預金残高	 1,000 円	 10,000 円入金	 自動融資分 9,000 円	 

自動融資と同日付に 10,000 円の入金があっ

たことから自動融資への返済が優先	 

残高不足となり、カードローン返済分	 

10,000 円は返済できず、延滞	 


